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 市区第 301 号

令和３年９月 17 日

福岡市町界町名整理審議会

会  長   様

福岡市長   髙  島 宗一郎

（市民局総務部区政課）

町又は字の区域及び名称の変更について（諮問）

 標記につきまして、西区徳永・田尻地区の町界町名整理を実施したい

ので、下記のとおり諮問します。

記

西区徳永・田尻地区について

別図１（公称現況図）の区域内の町又は字の区域及び名称を別図２

(町界町名整理（案） )のとおり変更する。  
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町界町名整理及び住居表示の考え方 
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糸島市

糸島市

位 置 図

西区

資料⑥

大字田尻

大字徳永

大字徳永
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西区徳永・田尻地区町界町名整理に係る経緯及び概要 
 

１ 経緯 

「福岡市北原・田尻土地区画整理事業」の施行に伴い、住居表示を実施す

るため、また、施行地区と併せて西区徳永（国道 202 号以北）及び田尻地区全

体の町界町名整理について、地元町内会から要望書が提出されたため、当該

地区について、町界町名整理を実施するもの。 

 

 

２ 福岡市北原・田尻土地区画整理事業の概要 

(1） 事 業 名  福岡市北原・田尻土地区画整理事業 

(2) 事業主体  北原・田尻土地区画整理組合 

(3) 事業期間  平成 30 年度～令和４年度（予定） 

(4) 施行面積   約 11.8ｈａ 

(5) 事業地域  西区大字徳永、大字田尻、周船寺三丁目の各一部 

  

資料⑦ 
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３ 新町界町名（案）の概要 

 

新 町 名 
新町名の読み 方  

現公称町名 
面 積 

（推計） 
世帯数 

ローマ字のつづり  

北原二丁目 
（住居表示実施） 

 きたばる にちょうめ 大字徳永 
大字田尻 

周船寺三丁目 

(ha) 

32.3   268 
 Kitabaru   2-chome 

田尻二丁目 
（住居表示実施） 

 たじり にちょうめ 大字徳永 
大字田尻 

周船寺三丁目 
 

22.5 133 
 Tajiri  2-chome 

田尻三丁目 
 たじり さんちょうめ 

大字田尻 30.4 119 
 Tajiri  3-chome 

田尻東一丁目 
（住居表示実施） 

 たじりひがし いっちょうめ 大字徳永 
大字田尻 

17.7 131 
 Tajiri-higashi   1-chome 

田尻東二丁目 
 たじりひがし にちょうめ 

大字田尻 22.9 13 
Tajiri-higashi   2-chome 

田尻東三丁目 
 たじりひがし さんちょうめ 

大字田尻 13.5 338 
Tajiri-higashi   3-chome 

田尻東四丁目 
 たじりひがし よんちょうめ 

大字田尻 20.0 1 
Tajiri-higashi   4-chome 

学園通一丁目 
 がくえんどおり いっちょうめ 

大字田尻 29.1 130 
 Gakuen-dori  1-chome 

学園通二丁目 
 がくえんどおり にちょうめ 

大字田尻  13.7 2 
 Gakuen-dori  2-chome 

学園通三丁目 
 がくえんどおり さんちょうめ 

大字田尻  28.2 0 
 Gakuen-dori  3-chome 

丸川一丁目 
まるがわ いっちょうめ 大字田尻 

大字太郎丸 
20.1 14 

 Marugawa 1-chome 

丸川二丁目 
 まるがわ にちょうめ 

大字田尻  5.2 19 
 Marugawa 2-chome 

計  255.6 1,168 
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福岡市町界町名整理審議会規則 

昭和35年10月27日 

規則第78号 

（目的） 

第１条 この規則は，福岡市附属機関設置に関する条例（昭和28年福岡市条例第70号）第４条

の規定に基き，町界町名整理審議会（以下「審議会」という。）の位置，所掌事務，組織，

委員その他の構成員及びその運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（位置） 

第２条 審議会は，市民局総務部区政課内に置く。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は，町界町名整理事業に関する重要事項について，市長の諮問に応じて調査審

議し，その意見を答申するものとする。 

（組織） 

第４条 審議会は，委員18人以内で組織する。 

２ 前項の委員のほか，審議会に，区画整理事業施行地区等特定の地域に関する調査審議につ

いて必要があるときは，６人以内の特別委員を置くことができる。 

（委員） 

第５条 委員は，次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 市議会議員 

(２) 関係官公庁の職員 

(３) 商工会議所議員 

(４) 学識経験者 

(５) 市職員 

２ 特別委員は，関係土地区画整理審議会の委員及び当該地域の町界町名に特に関係のある前

項各号（第４号を除く。）に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（任期） 

第６条 前条第１項第４号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は，２年とする。ただ

し，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第１号から第３号まで又は第５号に掲げるもののうちから任命された委員は，

任命したときの職に在職する期間中委員として在任するものとする。 

３ 特別委員は，その関係する特定の地域に関する審議会の調査審議が終つたときは，その職

を失なうものとする。 

（会長） 

第７条 審議会に会長を置き，委員の互選によつて定める。 

２ 会長は会務を総理する。 

３ 会長が欠けたとき，又は会長に事故があるときは，会長があらかじめ指定する委員が会長

の職務を行う。 

（会議） 

第８条 審議会は，委員（特別委員を含む。）の過半数が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

２ 審議会の議事は，出席した委員（特別委員を含む。）の過半数で決し，可否同数の場合

は，会長の決するところによる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は，市民局総務部区政課において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，審議会が定め

る。 

参考 
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福岡市町界町名整理審議会の近年の開催実績 

 

年度 月 審 議 地 区 新 町 名 等 

平成 

１６ 
 ９ 西区大字金武・西入部地区 室見が丘一～三丁目 

 
１７ 

 ６ 
東区香椎浜三丁目 

（アイランドシティ）地区 

香椎照葉一～五丁目、 

みなと香椎 

 １ 西区田尻地区 富士見一～三丁目 

１８ 
１９ 開催実績なし 

２０ １１ 
東区香椎浜三丁目（香椎パークポート、 

アイランドシティ）地区 

香椎浜ふ頭一～四丁目、 

みなと香椎一～三丁目 

２１ 
２２ 開催実績なし 

２３ １２ 東区香椎照葉地区 香椎照葉六～七丁目 

２４ 

 ５ 西区元岡土地区画整理事業地区 九大新町 

１２ 西区今宿・女原・徳永地区 
今宿西一丁目、西都一～二丁目、 

女原北、北原一丁目、徳永北 

２５～

令和２ 
開催実績なし 

 

参考 
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